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省エネルギー性・耐震性等を備えた質の高い住宅を取得する場合に【フラット３５】の

借入金利を一定期間引き下げる【フラット３５】Ｓ及び既存住宅を取得して一定の要件を

満たすリフォーム工事を実施する場合に【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる

【フラット３５】リノベを引き続き実施します。

１ 【フラット３５】Ｓ・【フラット３５】リノベの継続実施

＊【フラット３５】Ｓ・【フラット３５】リノベには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

受付終了日は、終了する約３週間前までにフラット３５サイト（www.flat35.com）でお知らせします。

＊令和３年度申込受付分の【フラット３５】Ｓ・【フラット３５】リノベの住宅の要件等は、令和３年１月に見直しを行うものと同じです。

令和３年１月の見直し内容は、フラット３５サイトのトピックス（https://www.flat35.com/topics/topics_20200131_2.html）でご確認ください。

＊【フラット３５】Ｓ・【フラット３５】リノベの詳細はフラット３５サイト（www.flat35.com）でご確認ください。
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２ 【フラット３５】Ｓの対象から土砂災害特別警戒区域内の新築住宅を除外

近年の頻発・激甚化する自然災害を踏まえた防災の観点から、建築規制のかかる地域における

住宅建設を抑制するため、令和３年10月の設計検査申請分より、土砂災害特別警戒区域※内の新築

住宅について【フラット３５】Ｓの対象から除外します。

※ 土砂災害から国民の生命を守るため、都道府県知事は、土砂災害のおそれのある区域について、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」に基づいて以下の区域を指定します。

土砂災害警戒区域

（通称：イエローゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる

区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。

土砂災害特別警戒区域

（通称：レッドゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。

<土砂災害の種類と土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域>

【急傾斜地の崩壊】 【地すべり】 【土石流】

土地の一部が地下
水等に起因して滑
る自然現象又はこ
れに伴って移動す
る自然現象

傾斜度が30度以上
である土地が崩壊
する自然現象

山腹が崩壊して生
じた土石等又は渓
流の土石等が一体
となって流下する
自然現象

(注) 【フラット３５】Ｓの対象から除外するのは、土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）内での新築住宅の建設・購入です。



３ 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型の統合
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地方公共団体の地域特性を踏まえた住まいづくり・まちづくり等に関する取組を一層支援する

ため、【フラット３５】子育て支援型と【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援を除く。）

を令和３年４月に統合し、【フラット３５】地域連携型とします。

また、【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）の名称を【フラット３５】地方移住支援型

に変更します。

※統合又は名称変更に
伴う金利引下げ内容
の変更はありません。

統合※ 名称変更※

地域連携型
（地方公共団体の政策課題に対応した連携分野を拡大）

地方移住支援型

＊【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型（令和３年度からは【フラット３５】地域連携型・地方移住支援型）には予算金額があり、予算金額に

達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約３週間前までにフラット３５サイト（www.flat35.com）で

お知らせします。また、地方公共団体の補助金交付等が終了した場合も受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問合せください。

＊【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型の詳細はフラット３５サイト（www.flat35.com）でご確認ください。

【現行】 連携

地方公共団体（補助金等の財政的な支援措置） 住宅金融支援機構（【フラット３５】の金利引下げ）

子育て支援型 （子育て支援）
～「希望出生率１．８」に向けた近居・同居等の実現～

【シニア世帯】 【子育て世帯】

近居・同居

地域活性化型 （ＵＩＪターン）
～潜在的希望者の地方移住・定着の実現～

【施策を実施する
地方公共団体の区域内】

ＵＩＪターン

地域活性化型 （コンパクトシティ形成）
～コンパクトシティの実現～

【居住誘導区域内】 【居住誘導区域外】

住み替え

【施策を実施する
地方公共団体の区域外】

地域活性化型 （空き家対策）
～急増する空き家の活用の実現～

空き家の活用

【居住その他の使用が
なされていないことが
常態である住宅の取得】

地域活性化型 （防災対策）
～国土強靱化の理念を踏まえた防災対策の実践～

住み替え

【防災・減災対策に
資する住宅】

【フラット３５】の金利から
当初５年間 年▲0.25％

地域活性化型（地方移住支援）
～地方への移住の動きを加速～

【地方で就業・起業】

地方移住
“移住支援金”

【東京23区】

【フラット３５】の金利から
当初10年間 年▲0.3％



４ 家賃債務保証保険の保険料率引下げ等

現行

月額家賃の25％

見直し後

月額家賃の10％

【保険料率の引下げ】 【保険付保対象拡大】

現行

新規入居者

見直し後

新規入居者＋既入居者※３
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➣ 機構は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて、家賃
債務保証事業者※１が登録住宅※２に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務を保証する場合に、
その保証の保険を引き受ける家賃債務保証保険事業を行っています。

➣ 新型コロナウィルス感染症による家賃滞納の増加により家賃債務保証事業者が経営破綻した
場合、住宅確保要配慮者に新たな家賃債務保証事業者の選定、追加保証料の支払いなどの影響
が生じることから、家賃債務保証事業者に対する以下の支援措置を令和３年度の保険付保分に
限定して実施します。

※１ 国の家賃債務保証業者登録制度に登録された家賃債務保証事業者又は都道府県知事に指定された住宅確保要配慮者居住支援法人
※２ 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第10条第５項に規定する登録住宅
※３ 直近１年間の家賃支払いを滞納していない方に限ります。

家賃債務保証保険
の制度イメージ



現行の期限

令和３年３月３１日

見直し後の期限

令和８年３月３１日

５ 東日本大震災に係る災害復興住宅融資等の申込受付期限の延長

東日本大震災により被害を受けた住宅等について、

被災者による住宅の再建等を強力に支援するため、災害

復興住宅融資等の申込受付期限を５年間延長します。

6

６ 賃貸住宅融資（建設）の対象から土砂災害特別警戒区域内の住宅を除外

近年の頻発・激甚化する自然災害を踏まえた防災の観点から、建築規制のかかる地域における

住宅建設を抑制するため、令和３年10月の借入申込受付分より、土砂災害特別警戒区域※内での

賃貸住宅の建設について、子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資及びサービス付き高齢者向け賃貸

住宅融資の対象から除外します。

※ Ｐ３の「※」をご参照ください。
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７ 国費等

（１）事業計画

令和３年度（当初計画）

金額 <参考戸数>

証券化支援事業（買取型） 2兆2,268億円 <7.4万戸>

住宅資金融通等事業計 2,075億円 <1.8万戸>

総合計 2兆4,343億円 <9.3万戸>

証券化支援事業（保証型） 3,596億円 <1.2万戸>

住宅融資保険事業 6,680億円 <－>

(注) 各事業の実績や金利動向等により変動する可能性があります。

（２）国費
国庫補助金：257.62億円

（３）財政融資資金からの借入金
431億円（0.2万戸）

（４）政府保証債の発行計画
2,200億円

（５）財投機関債の発行計画
2兆6,440億円

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
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